
水産土木工事測量調査設計業務等共通仕様書

新旧対照表

北海道水産林務部



- 1 -

水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

共通 又は または 語句の統一

よりがたい より難い

Ⅰ測量業務共通仕様書 １ 総 則 Ⅰ測量業務共通仕様書 １ 総 則

Ⅰ測量－3

文言の追加

Ⅰ測量‐6 諸基準の改定に伴う変更

Ⅰ測量－29

記載位置の移動による追加

記載位置の移動による削除

１ 総 則

１－３ 受託者・委託者の責務
３．受託者は、測量業務の適正な実施のために必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活

用した測量業務の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者の育成及び確保並びに

これらの者に係る賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に

努めなければならない。

１－６ 作業の実施及び計算
２．数量の計算は、北海道水産林務部が制定した「水産土木工事数量算出要領」により実施するものと

する。なお、これによりがたい場合は、業務担当員と協議するものとする。

１－29 再 委 託
５．受託者は測量業務の一部を再委託する場合、書面により協力者との契約関係を明確にし

ておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに測量業務を実施しなければなら

ない。なお、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、

受託者において必要な措置を講じなければならない。

６．協力者は、北海道が行う指名競争入札に関する指名停止期間中でない者、暴力団関係事

業者等（暴力団員及び暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団または暴力

団と密接な関係を有する事業者という。以下同じ。）でない者、または暴力団関係事業者

等であること等の理由により、北海道が行う競争入札への参加を除外されていない者でな

ければならない。

１ 総 則

１－３ 受託者・委託者の責務

１－６ 作業の実施及び計算
２．数量の計算は、北海道水産林務部が制定した「水産土木工事数量算出要領（案）」により実施する

ものとする。なお、これによりがたい場合は、業務担当員と協議するものとする。

１－29 再 委 託
５．受託者は測量業務の一部を再委託する場合、書面により協力者との契約関係を明確にし

ておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに測量業務を実施しなければなら

ない。

６．協力者は、北海道が行う指名競争入札に関する指名停止期間中でない者、暴力団関

係事業者等（暴力団員及び暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴

力団と密接な関係を有する事業者という。以下同じ。）でない者、又は暴力団関係事業者

等であること等の理由により、北海道が行う競争入札への参加を除外されていない者でな

ければならない。なお、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託すること

がないよう、受託者において必要な措置を講じなければならない。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式一覧 様式等の追加

様式の追加

様式番号の変更

様式番号の変更

様 式 一 覧 表

様 式 № 名 称 備 考 頁

第１－１号 委託業務月報 22

第１－２号 打ち合わせ簿 23

第１－３号 測量業務計画書 24

第１－３－１号 作業実施計画表 25

第１－３－２号 主要機器 26

第１－３－３号 作業の方法 27

第１－３－４号 作業編成 28

第１－３－５号 作業員名簿 29

第１－３－６号 トランシット検定証明書 30

第１－３－７号 光波測距儀検定証明書 31

第１－３－８号 レベル検定証明書 32

第１－３－９号 鋼巻尺検定証明書 33

第１－４号 立会願書 34

第１－５号 段階確認願 35

第１－６号 再委託承諾願 36

第１－７号 承諾願 37

第１－８号 借用返納書 38

様 式 一 覧 表

様 式 № 名 称 備 考 頁

第１－１号 委託業務月報 22

第１－２号 打ち合わせ簿 23

第１－３号 測量業務計画書 24

第１－３－１号 作業実施計画表 25

第１－３－２号 主要機器 26

第１－３－３号 作業の方法 27

第１－３－４号 作業編成 28

第１－３－５号 作業員名簿 29

第１－３－６号 トランシット検定証明書 30

第１－３－７号 光波測距儀検定証明書 31

第１－３－８号 レベル検定証明書 32

第１－３－９号 鋼巻尺検定証明書 33

第１－４号 立会願書 34

第１－５号 段階確認願 35

第１－６号 再委託承諾願 36

第１－７号 身分証明書交付願 37

第１－８号 承諾願 38

第１－９号 借用返納書 39
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式一覧表

文言の追加

様式第１－１号

委 託 業 務 月 報

業 務 名

受 託 者 名 進 先月まで ％ 出来高概要

管理技術者 捗 本月末 ％

主任担当員 率 計 ％

担 当 員

月 曜 天 予 定 実 績 備 考

日 日 候 業務、作業内容 予定どおり 変更実施内容

（注）変更実施内容が、内業である場合、天候欄の記入は不要とする

様式第１－１号

委 託 業 務 月 報

業 務 名

受 託 者 名 進 先月まで ％ 出来高概要

管理技術者 捗 本月末 ％

主任担当員 率 計 ％

担 当 員

月 曜 天 予 定 実 績 備 考

日 日 候 業務、作業内容 予定どおり 変更実施内容
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－38 １－38 測量法による手続き等
測量法による手続きは、下記のフローによって行うものとする。

測 量 計 画 機 関

公 通 知
技術的な相談（報告）

示
事業計画 （法35条 長期計画・年度計画） 作業規程準則

(39)
技術的な助言・情報提供（勧告）

(39)
法14条1

法34条 制定
法14条3 承認申請 国

測量作業規程 法33条1 国
承認 法33条1 土

土 交
閲覧・交付申請 通

使用する基本 法28条1,2 大
測量成果 地 臣

法27条3・法28条
謄本・抄本の交付

理
北 設 計

提 出
法36条 院

公共測量実施計画書 技術的な助言
海 （公共測量の場合）

提 出 長
測量標及び測量成果 法26・30条
使用承認申請書 承認・情報提供

道

積 算 北

知
海

発 注
道
地

技術的な相談

方

事 監督・検査
測
量
部

法42条1,2
(39) 成果検定
法14条3 保 管

公
(39)

閲 覧

示

法14条2
納入及び検査 法40条1 交 付通 知

測量成果の提出
測量成果 測量成果の写し 法41条1
測量記録 測量成果の審査

(39) (39) 結果公表
法21条2 法21条1 永久標識設置 法37条3 通知

関 通 知 通 知 位置通知書
法41条2

係
市 (39) (39)
区 法23条2 法23条1
町 通 知 移転等通
村 知 測量成果管理 法43条 測量成果の複製承認
長 (39) 法44条 測量成果の使用承認

法21条3 (39)
標識の異状の通知 法26条 測量標の使用承認

公共測量の諸手続き
(39) 基本測量に関する規定の準用
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

Ⅰ測量－38
公 共 測 量 の 手 続 き

１．公共測量の手続き

国または公共団体が公共測量を実施する場合には、測量法（以下、法という）による

国土地理院長の承認を要するので、下記に留意して必要な手続きを行うものとする。

２．手続きの目的

イ 公共測量の測量成果の正確さの確保

ロ 当該測量に関して、適切な成果であるか否かの確認

ハ 測量成果の最善の利用

ニ 公共測量の測量成果を広く利用を計り、測量に重複を除き、その合理化を図る。

３．公共測量（法第５条）（測量法施行令第１条）

公共測量とは、国または公共団体が土地の測量に用する費用の全部、若しくは一部を

負担し若しくは補助して実施する測量で次に掲げる測量をいう。

イ 測量の面積が７㎞ ２（北海道は10㎞ ２）以上の三角、地形、平面測量

ロ 測量の路線長が６㎞（北海道は10㎞）以上の多角測量

ハ 測量の路線長が10㎞以上の水準測量（縦断測量を含む）

ニ 基本測量または公共測量の基準点を２点以上使用する測量

４．書類の提出

書類の提出は、地方測量部長を経由して国土地理院長に提出する。

1 公共測量実施計画書（法第36条）

公共測量を実施するときは別紙様式－８により、公共測量実施計画書（正、副、

２部）を提出する。また、実施計画の変更を行う場合も同様公共測量変更実施計画

書を提出する。国土地理院長は技術的な助言を行う。

2 測量標及び測量成果の使用承認申請書（法第26、30）

基本測量の測量標及び測量成果を使用するときは、別紙様式－７により測量標及

び測量成果の使用承認申請書（正、副、２部）を提出し承認を得て使用することが

できる。

3 公共測量成果の提出（法第40条）

公共測量の成果を得た時は遅延なく、送付書（様式－９）を添えてその写しを２

部提出する。

（この場合、成果の見やすい所に実施計画承認番号を必ず明記する。）
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加（変更）

Ⅰ測量－39

項目番号の追加

１－39 測量法による手続きの書式
手続きの書式は、次によるものとする。なお、書式については一部変更となる場合がある

ため、手続き前に国土交通省国土地理院のホームページ等で必ず確認を行うこと。

1-39-1 公共測量の実施について（通知）

様式－１

文 書 番 号

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日

北 海 道 知 事 様

測量計画機関の長

（総合振興局長等）

公共測量の実施について（通知）

○○市（町・村）内において、下記のとおり公共測量を実施しますので、測量法（昭和24年法

律第188号）第14条第 1 項・第39条の規定に基づき通知します。

記

１ 作業種類 公共測量（○○計画図作成）

２ 作業期間 令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日から

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日まで

３ 作業地域 ○○市○○地域

（○○郡○○町○○地域）

（○○郡○○町○○地域）

１－38 測量法による手続きの書式
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－39
1-39-2 公共測量の終了について（通知）

様式－２

文 書 番 号

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日

北 海 道 知 事 様

測量計画機関の長

（総合振興局長等）

公共測量の終了について（通知）

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日付け○○第○○号で通知した公共測量（○○計画図作

成）は、○○月○○日終了しましたので、測量法（昭和24年法律第188号）第14条第 2 項・第39

条の規定に基づき通知します。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－39
1-39-3 永久標識の設置について（通知）

様式－３

文 書 番 号

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日

国土交通省国土地理院長
様

北 海 道 知 事

測量計画機関の長

（総合振興局長等）

永久標識の設置について（通知）

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日付け○公発第○○号で助言を受けた公共測量の実施に

ともない別紙のとおり永久標識を設置したので、測量法第37条第 3 項の規定に基づき通知します。

（注）１．北海道知事宛の場合は、測量法第37条第 3 項を測量法第21条第 1 項・第39条とするこ

と。

２．測量法第40条による測量成果提出の際に設置位置通知書を添付することによって、国

土地理院への通知を省略することができる。

３．別紙には、「測量標設置位置通知書」を添付する。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－39
1-39-4 測量標設置位置通知書

様式－４

庁 者
は

管 有
又

所 所

置 日
月

設 年

識

号

書 番

標

類

知 種
目

通 地
称

置 俗

地

地

位 番
字

置

在

字

設 大

所

村

標 町
郡

量 市
道

測

称

点 名
号

○

番

○ 級
等
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－39
1-39-5 測量標の移転・撤去及び廃棄について（知事への通知）

様式－５

文 書 番 号

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日

北 海 道 知 事 様

測量計画機関の長

（総合振興局長等）

測量標の移転・撤去及び廃棄について（通知）

標記について、別紙のとおり実施しましたので、測量法（昭和24年法律第188号）第23条第 1

項・第39条の規定に基づき通知します。

なお、測量法第23条第 2 項の規定により関係市町村長に通知されるよう願います。

（注）１．別紙には、測量標の種類・移転・撤去・廃棄の区分を明記する。

２．移転したものは、新旧の所在地等が分かる内容とする。

３．様式は、測量標設置位置通知に準ずる。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－39
1-39-6 測量標の移転・撤去及び廃棄について（敷地所有者または占有者への通知）

様式－６

文 書 番 号

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日

（敷地所有者または占有者） 様

測量計画機関の長

（総合振興局長等）

測量標の移転・撤去及び廃棄について（通知）

標記について、別紙のとおり実施しましたので、測量法（昭和24年法律第188号）第23条第 1

項・第39条の規定に基づき通知します。

（注）別紙は、都道府県知事に提出するものと同一内容のものとする。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加（変更）

Ⅰ測量－39
1-39-7 測量標・測量成果の使用承認申請書

様式－７

文 書 番 号
測 量 標

の 使 用 承 認 申 請 書
測量成果

測量法第
２６

条の規定により下記のとおり承認申請いたします。３０

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日

〒○○○－○○○○

申請者 住 所 北海道○○市○○丁目○○番○○号

氏 名 北海道○○総合振興局長 ○○ ○○

国土交通省国土地理院長 様

使用目的または当該測量 道路改築のための道路計画図作成

の種別

測 量 地 域 北海道○○郡○○町大字○○

使 用 期 間 令和 年(〇〇〇〇年) 月 日から令和 年(〇〇〇〇年)

月 日まで

①
使 用 す る 測 量 成 果 の

基本測量 水準点・基準点
種 類 及 び 内 容

① 測 量 精 度 北海道公共測量作業規程（作業規程の準則と同じ内容）

③ 使 用 方 法 標定点測量・簡易水準測量の与点として

② 別添付図に示すとおり
使 用 す る 測 量 標 の

種 類 及 び 所 在

②
使用する測量標の上方に

別添付図の点には簡易測量標を設置する
測標

等を設ける場合はその所在

① 完成図の縮尺及び名称

測 量 名 称 申請者と同じ

計 画 代 表 者 の 氏 名 〃

機関名 所 在 地 〃

測 量
名 称 未 定（発注済の場合は、受託会社名等を記載）

作 業
①測量業者登録番号 〃

機関名
代 表 者 の 氏 名 〃

所 在 地 〃

① 成 果 入 手 年 月 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

公 共 測 量 実 施 計 画 書
令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

提 出 年 月 日

備 業務担当員の所属・氏名・連絡先（住所・電話番号）等を記

考 載

記載要領 ① 法２６条に規定する申請の場合にのみ記載すること。

② 法３０条に規定する申請の場合にのみ記載すること。

③ 測量（地図編集等を含む）作業の方法を詳細に記載すること。

様式-1 測量標・測量成果の使用承認申請書
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－39
1-39-8 公共測量実施計画書

様式－８

文 書 番 号

公 共 測 量 実 施 計 画 書

測量法第３６条の規定により下記のとおり計画書を提出します。

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日

〒○○○－○○○○

所在地 北海道○○市○○丁目○○番○○号

測量計画機関 名 称 北海道○○総合振興局

代表者 総合振興局長 ○○ ○○

国土交通省国土地理院長 様

測 量 の 目 的 道路改築のための道路計画図作成

測 量 地 域 北海道○○郡○○町大字○○

作 業 量 基準点 ２級 ８点、３級 ５点

測 量 期 間 令和○○年(〇〇〇〇年)○月○日から令和○○年(〇〇〇〇年)

○月○日まで

測 量 精 度 北海道公共測量作業規程（作業規程の準則と同じ内容）

測 量 方 法 GNSS、トータルステーション

使 用 す る 測 量 成 果 の 基本測量 水準点・基準点（別添付図に示すとおり）

種 類 及 び 内 容 ○○町公共測量 水準点・基準点（ 〃 ）

基本測量成果入手年月日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

測量に関する計画者氏名 ○○ ○○

及 び 測 量 士 登 録 番 号 測量士第０００００号（○○課○○係）

測 名 称

量 測量業者登録番号

作 代 表 者 の 氏 名 未 定

業 所 在 地

機 管理技術者氏名及び

関 測量士登録番号

作業
書類提出年月日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

規程
承 認 年 月 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

承 認 番 号 国国地第〇〇号

測量標・測量成果の使用
令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

承認申請書提出年月日

備 考 業務担当員の所属・氏名・連絡先（住所・電話番号）等を記載

記載要領 １ 測量地域欄は、別に地形図を用い、当該測量の測量成果及び当該測量において

使用する測量成果の位置関係等を表示すること。

２ 作業量欄は、当該測量の測量成果を記入すること。

３ 測量方法欄は、測量の方法、使用する主な機器等を具体的に記入すること。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－39
1-39-9 公共測量成果等の提出について

様式－９

文 書 番 号

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日

国土交通省国土地理院長 様

測量計画機関の長

（総合振興局長等）

公共測量成果等の提出について

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日付け○公発第○○号で助言を受けた公共測量実施計画

書に基づく測量成果を得たので、測量法第40条第 1 項に基づき下記のとおり送付します。

記

成果品の名称 （縮尺または等級） 数 量

○○○○ ○○○ ○ 部

（注）成果品は、「承認・助言書」に記載された条件に従い提出すること。



- 15 -

水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－40

項目番号の追加

１－40 ｢規程｣による手続き等
１.受託者は、測量業務の実施に当たっては、委託者が行う測量法に規定する公共測量に

係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者

は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やか

に行うものとする。

２.受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を業務担当員に報

告し協議するものとする。

３.受託者は、測量法第十四条（実施の公示）、第二十一条（永久標識及び一時標識に関

する通知）、第二十三条（永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄）、第三十七条

（公共測量の表示等）、第四十条（測量成果の提出）等の届出に必要な資料を作成し業

務担当員に提出しなければならない。また、規定第１５条に基づく測量成果の検定を行

い、測量法第４０条に基づき、公共測量の測量成果を国土地理院に提出する作業を行う。

1-40-1 測量業務計画書の作成要領

１．測量業務計画書（「規程｣に基づく作業計画書）は業務担当員に提出するものとする。

２．業務名・測量業務概要は、契約名及び契約量を項目別に記載する。

３．工期は、作業準備から完成予定日とする。

４．作業編成は、工程別の作業責任者及び総括責任者となる管理技術者の氏名・測量士登

録番号及び登録年月日・測量経験年数を記載する。

５．作業実施計画表は、工程別に準備から整理及び成果検定を含めて、バーチャートで示

す。

６．前記４、５において小規模で工期が極めて短期間で終わる作業の場合は、工程別とし

ない計画によることができる。ただし、作業内容が基準点測量・地形測量・応用測量等

にまたがる場合は、各測量ごとの作業編成・作業実施計画表とし、各測量ごとの作業責

任者を定める。

７．管理技術者は、測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有する者でなけ

ればならない。

８．作業実施計画表において、図面ごとの計画を必要とする場合は、作業別欄に図面名ま

たは図面番号を記載する。

９．主要機器で器械番号のあるものは記入し、仕様も記入する。

10．作業員の名簿には、管理技術者、作業責任者を省いた作業に関係する技術者の氏名・

年齢・測量士・士補登録番号を作業別または測量別に記載する。ただし、計画時より数

ヵ月後に着手する工程においては、業務担当者の承認を得て当該工程作業着手前に提出

することができる。

11．管理技術者は、業務担当員の承認を得て作業責任者を兼務することができる。

12．作業計画の内容に変更が生じ、その内容が重要な場合には、そのつど変更に関連する

ものについて変更計画書を提出する。

13．担当員が特に指示した事項については、さらに詳細な作業計画書を提出する。

14．承認は打ち合わせ簿により行うものとする。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－40
1-40-2 測量業務計画書の書式記載例

様式第１－３号（例）

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

業務担当員 ○○ ○○ 様

受託者住所 ○○市○○条○○丁目○番地

氏 名 ○○○○測量株式会社

代表者 ○○ ○○

測 量 業 務 計 画 書 の 提 出 に つ い て

標記について、次のとおり測量業務計画書を立案しましたので提出します。

１．業 務 名 道道○○○○線 路線測量

２．管理技術者氏名 ○○ ○○

３．測 量 業 務 概 要 業務目的 道道○○○○線○○工事に伴う路線測量調査

調査箇所 ○○市○○町字○○

内 容 Ｌ＝１０００ｍ

工 期 令和○年(〇〇〇〇年)○月○日～令和○年(〇〇〇〇年)○月○日

４．実 施 方 針 平成○○年度に○○○○が実施した３級基準点を与点とし、業務担

当員の承諾を得た配点計画に基づき、トータルステーションにより地

上測量による作業を実施する。また、配点に当たっては、後続作業を

考慮し、なるべく将来とも基準点が残るように配点する。具体的作業

に当たっては、北海道公共測量作業規程及び測量調査設計業務等共通

仕様書に基づき、かつ、業務担当員と打合せを行いながら測量業務を

行う。

５．工 程 表 別紙

６．使用する主要機器 別紙

７．作 業 組 織 計 画 別紙

８．打ち合わせ計画 第１回 令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日（予定）

第２回 令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日（予定）

第３回 令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日（予定）

９．成果品の内容、部数 （別紙）

10．使用する主な図書及び基準 （別紙）

11．連絡体制（緊急時を含む） （別紙）

12．そ の 他 （別紙）
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

Ⅰ測量－40
様式第１－３－１号（例）

作 業 実 施 計 画 表

工 程 工 程
備 考

作業別 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月

標 定 点 設 置
５ １２

対空標識設置
８ １２

（刺 針）

撮 影
１３ ３０

現 地 調 査
１ ９

空中三角測量
１ ５

図 化
６ １９

地形補足測量
２０ ２

３

編 集
２２ ３０

現 地 補 測
３１ ８

原 図 作 成
６ ２８

成 果 検 定
２９ １０

12月21日納品

様式第１－３－２号（例）

主 要 機 器

作 業 別 機 器の 名 称（仕 様）番 号 数 量 備 考

ウイルドＴ２（№10125、10126） ２台

標 定 点 設 置 パッカード（00378、00379） ２台

自動レベル（測機舎B2№21405） １台

対空標識設置 ＴＳ等一式 ２組

撮 影
エアロ コマンダー（880F J A5881） １機

カメラRC-8（№1303、f=151.70㎜、23㎝×23 １台

㎝）

現 地 調 査 ＴＳ等一式 ４組

点刻器PUGI １台

空中三角測量 ステコメーター№11757 １台

電算機MELCOM910-30F １台

図 化 ステレオ プレッターA8 №4453、2068 ２台

地形補足測量 自動レベル（測機舎B2№21405） ＴＳ等一式 １組

現 地 補 測 ＴＳ等一式 ２組
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

Ⅰ測量－40
様式第１－３－３号（例）

作 業 の 方 法

作 業 別 作 業 の 方 法 等

標 定 点 設 置
２級トランシット・光波測距儀を使用する多角測量方式で行う。計算は電

子計算機

対空標識設置 標定点・既設基準点に化学合成板の標識を設置する。

撮 影 縮尺 １／６，０００カメラＲＣ８

現 地 調 査 １／１，０００引伸し空中写真を使用

簡易水準測量 ３級レベルを使用

空中三角測量 点刻器・ステレオコンパレーターを使用

図 化 ステレオプロッターＡ８メトログラフを使用

地形補足測量 標高点及び等高線の補足測量

編 集 図化素図を記号化し、編集素図を作成

現 地 補 測 重要な事項の表現の確認及び補足測量

原 図 作 成 ポリエステルフィルム（500番）にトレースする。

社 内 検 査 各工程ごとに実施し、精度管理表を作成

成 果 の 検 定 地形図・空中写真の検定を受ける。

様式第１－３－４号（例）

作 業 編 成

作 業 別
管理技術者及び 測量士または測量士補登録番号 測量の

年 齢
作 業

作 業 責 任 者 及 び 登 録 年 月 日 経 験 員 数

（管理技術 ○○ ○○ №21331 （S.26.10.18） 33年 55歳

者）

標定点設置 ○○ ○○ №35770 （S.33.12. 2） 26 48 4

対空標識設置
〃 〃 〃 〃 2

（刺 針）

撮 影 ○○ ○○ №42544 （S.38. 5.26） 22 44 3

現 地 調 査 ○○ ○○ №47-3540（S.47. 8.10） 16 34 4

空中三角測量 ○○ ○○ №46-1220（S.46.10.24） 14 36 2

図 化 〃 〃 〃 〃 4

地形補足測量 ○○ ○○ №37-1150（S.47. 9.15） 15 35 2

編 集 ○○ ○○ №47-354 （S.47. 8.10） 13 34 4

現 地 補 測 〃 〃 〃 〃 2

原 図 作 成 ○○ ○○ №37-1451（S.47.12.10） 12 33 2
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

Ⅰ測量－40
様式第１－３－５号（例）

作 業 員 名 簿

作業別 氏 名 年齢 測 量 士 ( 補 ) 登 録 番 号 作業別 氏 名 年齢 測 量 士 ( 補 ) 登 録 番 号

標 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ 編 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○

定 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ ○○ ○○ ○○ № ○○○○○

点 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ ○○ ○○ ○○ № ○○○○○

設 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ 集 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○

置 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ 現 地 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○

対 空 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ ○○ ○○ ○○ № ○○○○○

標 識 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ 補 測 №

設 置 № 原 図 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○

撮 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ ○○ ○○ ○○ № ○○○○○

○○ ○○ ○○ № ○○○○○ 作 成 №

影 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

現 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

地 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

調 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

査 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

空 中 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

三 角 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

測 量 №

図 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

化 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

地 形 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

補 足 ○○ ○○ ○○ № ○○○○○ №

測 量 №
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－40

項目番号の追加

1-40-3 工程管理

工程管理は、｢規程｣第12条によるものとする。

1-40-4 作業進度報告書の書式記載例

様式－10

令和○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日

様

受託者
住 所 ○○市○○条○○丁目○番地

氏 名 ○○○○測量株式会社

代表者 ○○ ○○

令和○年(〇〇〇〇年)○月
前

期 作 業 進 度 報 告 書○後

業務名 道道○○○線道路計画図作成業務

進 度
作 業 量

進 度
備 考

作業別 ○ 月 ○ 月 ○ 月 ○ 月

5 12

標 定 点 設 置 １１点 5 14

100

8 12
対空標識設置 １１点 8 15

（刺 針） 100

13 30

撮 影 8.0㎞ 2
16 30

100

1 9

現 地 調 査 １４面 1 8

6.0㎞ 2

100

1 5

空中三角測量 ２コース 3 6

13モデル 100

6 9

図 化 １４面

6.0㎞ 2

23 30

地形補足測量 １４面

6.0㎞ 2

1 10

編 集 １４面

6.0㎞ 2

（注）進度欄は上段に作業実施計画表の工程を記入し、下段に実施状況をバーチャートで表示す

る。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加（変更）

Ⅰ測量－40

様式の追加

1-40-5 身分証明書等

様式第１－７号

１．身分証明書交付願

身 分 証 明 書 交 付 願

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受託者 住所

氏名

業務番号

業 務 名

上記業務の実施に当たり、土地への立ち入りのため、 法第 条 の規定

に基づく身分証明書について、次のとおり交付願います。

記

氏 名 生年月日
所 属

作業名称 作 業 期 間 備 考
会社名 住 所

S . . ㈱ 基準点測 R . . ～R .

量 .

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。

１－39 参考様式等

１．身分証明書交付願
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

表現の変更

Ⅰ測量－40
２．身分証明書 ２．身分証明書

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

住 所

（

所 属（会社名） 写

氏 名 真

生年月日
）

上記の者は、北海道が行う公共事業のために、北海道からの委任に基づき、測量

または調査に従事する者であり、他人の土地に立ち入ることができるものであるこ

とを証明します。

事 業 名

作業地域

有効期限 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 者

氏 名 北海道知事 □印

（○○総合振興局（○○振興局））

（裏面）

本証を携帯し業務を行う者は、次のことを遵守しなければならない。

１ 業務を行うに当たっては、本証を携帯し、土地等の権利者から請求があったときは提示し

なければならない。

２ 業務で知り得た土地等の権利者の事業及び成果品の内容を他に漏らしてはならない。

３ 業務が土地等の権利者の財産に関するものであり、補償の基礎となることを理解し、正確か

つ良心的に行うことはもとより、権利者に不信の念を抱かせる言動は慎まなければならない。

４ 他人の土地に入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知し

なければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限り

ではない。

５ 宅地または垣、柵等で囲まれた土地に入ろうとする場合においては、立ち入りの際にあらか

じめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

６ 日の出前及び日没後においては、占有者の承認があった場合を除き、土地に立ち入ってはな

らない。

７ 当該調査等に従事しなくなったときは、速やかに本証を発行者に返還すること。

８ 本証を紛失または毀損したときは、速やかに発行者に連絡すること。

９ 根拠法令 法第 条
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

Ⅰ測量－40
３．土地の立ち入りについてのお知らせ ３．土地の立ち入りについてのお知らせ

（裏面）
○○（総合）振興局

お 願 い
このたび、当部が施行する○○工事のために必要な調査･測量を、次の日程で行いたくお知ら

せいたします。
つきましては、この工事の調査･測量にご協力をいただけますようお願い申し上げます。

また、調査･測量に伴い、あなたが所有されている土地に担当者を立ち入らせていただきたく、
重ねてご協力をお願い申し上げます。
なお、この通知に関しまして、ご不審な点やご質問等がございましたら、次の連絡先までお

問い合わせください。

記
１ 目 的（調査名）
２ 土地の所在地
３ 立ち入りの期間 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日
４ 立 入 者 測量会社名

担当者名（職・氏名）
ＴＥＬ○○○－○○○－○○○○
（内線○○○）

５ 連 絡 先 当（総合）振興局の職員（所属・職・氏名）
ＴＥＬ○○○－○○○－○○○○
（内線○○○）

※業務内容により、通知文例が実態に合わない場合は、適宜変更して使用すること。

（表面）

郵 便 は が き

北 住

海 所

道

○

○
○

総
○ 合

振
○ 興

局
○ 長 様
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－41

様式の追加

１－41 承諾願

様式第１－８号

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（業務担当員氏名）

様

受託者 住 所

氏 名

承 諾 願

業務名

上記業務について下記のとおり実施したいので承諾願います。

記

１．件 名

２．記 事

…………………………………………………………………………………………………………………

承諾する

年 月 日 （業務担当員氏名）
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－42

様式の追加

１－42 借用返納書

様式第１－９号

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（業務担当員氏名）

様

受託者 住 所

氏 名

借 用
書

返 納

借 用
資料を下記のとおり

返 納
します。

記

品 名 単位 数量 借用期間 借用責任者名 備 考

（注）本表の提出部数は１部とする。

※ 契約書第15条に基づく貸与品等については、本様式によらず、「北海道水産林務部測量調査

設計等委託業務担当要領の運用（平成14年7月4日付け水林総第1098号）」で定める様式による

ものとする。詳細については、業務担当員の指示によること。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の追加

Ⅰ測量－43 １－43 特定外来生物（植物）について
１．事前調査

受託者は、委託業務区域に生育している特定外来生物（植物）を生きたままの状態で

飼養、栽培、運搬、保管等を行う場合は、事前に特定外来生物（植物）の生育状況を調

査し、その内容について、業務担当員へ報告すること。

なお、特定外来生物の同定方法については、環境省のホームページから参照のこと。

出典：「特定外来生物 同定マニュアル」（環境省）

（http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/manual/10hp_shokubutsu.pdf）

北海道内で確認されている特定外来生物（植物）の種は下記のとおりである。（令和

３年４月時点）

種名：オオハンゴンソウ、オオキンケイギク、アレチウリ、オオフサモ

２．防除計画書

特定外来生物（植物）が確認された場合は、業務処理計画書に防除計画書を添付の上、

業務担当員に提出すること。記載内容は下記によること。

（１）平面図

・図面に生育範囲、集積箇所等を記載する。

（２）写真

・生育状況

（３）防除方法

・運搬方法、仮置場の管理方法、処分方法等を記載する。

（４）地域住民への周知

・看板の記載内容と設置位置等を記載する。

（５）特定外来生物防除従事者

・防除作業にあたっては、防除従事者証を携帯し、従事者以外の作業員には作業

させない旨を記載する。

（６）運搬経路図

・発生場所から搬出先までの経路を記載する。

３．特定外来生物（植物）の防除

特定外来生物（植物）の防除にあたっては、「特定外来生物による生態系等に係る被

害の防止に関する法律」を遵守し下記のとおり行うこと。

（１）対象となる範囲

・生きている特定外来生物（植物）の個体及び種子、根の器官を運搬すること。

（２）地域住民への周知

・「防除」の実施にあたっては、地域住民等へ周知するため、事前に看板を設置

すること。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

Ⅰ測量－43

Ⅰ測量‐44 項目番号の追加

（３）特定外来生物防除従事者証

・受託者は、特定外来生物（植物）の防除を行う場合、作業に着手する前に防除

従事者証の交付を受けること。

・防除作業に従事する者は、発注者から従事者証の交付を受け、防除作業に従事

するときに携帯すること。

・防除作業が完了したときは、速やかに従事者証を発注者に返還すること。

（４）作業における留意事項

・防除作業については、業務担当員と十分協議し指示によること。なお、設計変

更が生じる場合は別途協議するものとする。

ア.除草・集草時

・刈草が周辺に飛散しないよう注意して行うこと。

・集草時は、特定外来生物（植物）と通常の植物を区分して取扱うこと。

・現場内外において仮置きする場合には、「育つことが出来ない」状態とす

ることとし、周囲へのシート等により飛散防止措置を講じること。

イ.生きている個体、種子、根の器官を搬出する場合

・搬出先には、特定外来生物（植物）を含む刈草であることを通知し、適切

な処分が可能か確認すること。また、特定外来生物（植物）を含む廃棄物

の適切な処分が可能な処分場へ搬出するものとし、運搬作業においては、

シート等により飛散防止措置を講じること。

・処理方法については、設計図書によること。

１－44 三次元点群測量
１．ＩＣＴを活用した三次元点群測量を行う場合は、下記基準に基づき実施する。

(1)ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案） （平成29年3月）

(2)ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）（平成30年3月）

(3)地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案） （平成30年3月）

２．受託者は、具体的な測量内容及び対象範囲を業務担当員と協議するものとする。また、

実施内容等については業務計画書に記載するものとする。

３．受託者は、三次元点群測量に使用する機器類を調達すること。

４．受託者は、使用する三次元点群測量機器に入力されたデータ一式を業務担当員に提出

すること。

５．受託者は、アンケート調査等を実施する場合は、これに協力すること。

６．受託者は、設計図書に定めのない事項について、業務担当員と協議するものとする。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

２漁場部門

文言の追加

項目番号の修正

項目番号の修正

３作図

項目番号の修正

２－２ 深浅測量

2-2-5 水深測量
１．受託者は、設計図書に定める区域について水深測量を行うものとする。

２．海上測位

(1) 受託者は、設計図書の定めにより測量船の誘導及び海上測位を行うものとする。

(2) 受注者は、海上位置測量に使用する機器は衛星測位機等とし、海上測位位置の精度は、

特級水域では±２ｍ、１ａ級水域及び１ｂ級水域では±５ｍを確保できるものを使用

しなければならない。

なお、水域の区分は海上保安庁告示第102号別表第一によるものとする。

(3) 受託者は、海上測位位置の線の交角を30°～150°の範囲内に収めるものとする。

(4) 受託者は、法面勾配確認を行う場合、法肩または法尻法線に直角に測定するものとする。

２－５ 水質調査

2-5-7 成果品
成果品は、2-4-5 成果品 に準ずるものとする。

２－６ 底質調査

2-6-7 成果品
成果品は、2-4-5 成果品 に準ずるものとする。

３－２ 作図様式等

3-2-1 路線測量における土質の表示

２－２ 深浅測量

2-2-5 水深測量
１．受託者は、設計図書に定める区域について水深測量を行うものとする。

(1) 受託者は、設計図書の定めにより測量船の誘導及び海上測位を行うものとする。

(2) 受注者は、海上位置測量に使用する機器は衛星測位機等とし、海上測位位置の精度は、

特級水域では±２ｍ、１ａ級水域及び１ｂ級水域では±５ｍを確保できるものを使用

しなければならない。

なお、水域の区分は海上保安庁告示第102号別表第一によるものとする。

(3) 受託者は、海上測位位置の線の交角を30°～150°の範囲内に収めるものとする。

(4) 受託者は、法面勾配確認を行う場合、法肩又は法尻法線に直角に測定するものとする。

２－５ 水質調査

2-5-7 成果品
成果品は、2-3-5 成果品 に準ずるものとする。

２－６ 底質調査

2-6-7 成果品
成果品は、2-3-5 成果品 に準ずるものとする。

３－２ 作図様式等

8-2-1 路線測量における土質の表示
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

共通

語句の統一

Ⅱ調査－7

諸基準類の改訂に伴う追加

Ⅱ調査－8

諸基準類の改訂に伴う変更

または

努め

より難い

コア

スクリューウエイト貫入試験（旧スウェーデン式サウンディング試験）

１ 総 則
１－３ 受託者・委託者の責務

３．受託者は、地質・土質調査業務の適正な実施のために必要な技術的能力の向上、情報通

信技術を活用した地質・土質調査業務の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術

者の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生

その他の労働環境の改善に努めなければならない。

１－８ 管理技術者
３．管理技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する技術部門に属する選択科目）または業務

に該当する技術部門）、国土交通省登録技術者資格※１（業務に該当する区分（施設分野等

－業務））、シビルコンサルティングマネジャー（以下「ＲＣＣＭ」という。）の資格保有者（業務

に該当する技術士の技術部門に準拠）またはこれと同等の能力と経験を有する技術者※２であり、日本

語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。

なお、業務の範囲が現場での調査・計測作業のみである場合、または内業を含み、か

つ、その範囲が 2-10-2 既存資料収集・現地調査、2-10-3 資料整理とりまとめ、2-

10-4 断面図等の作成 の場合、地質調査技士を管理技術者とすることができる。

※１管理技術者を対象とする国土交通省登録技術者資格については国土交通省HP

「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格について」を参

照のこと。

※２同等の能力と経験を有する技術者については、1-2 用語の定義を参照のこと。

又は

つとめ

よりがたい

コアー

スウェーデン式サウンディング試験

１ 総 則
１－３ 受託者・委託者の責務

１－８ 管理技術者
３．管理技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選択科目）又は業務に該当

する部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコンサルティン

グマネージャー（ＲＣＣＭ）の資格保有者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保でき

れば可）でなければならない。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

Ⅱ調査－11

様式番号の追加

Ⅱ調査－12

文言の追加

文言の追加

Ⅱ調査－15

記載位置の移動による追加

記載位置の移動による削除

Ⅱ調査－18

誤植

１－16 土地への立ち入り等
４．受託者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願（様式第１－６

号）を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなけれ

ばならない。なお、受託者は、立ち入り作業終了後、10日以内（休日等を除く）に身分証明書を委託

者に返却しなければならない。

１－17 成果品の提出
４．受託者は、機械ボーリングで得られたボーリング柱状図、土質試験結果一覧表の成果について、一

般財団法人国土地盤情報センターによる検定を受けた上で、委託者に提出するとともに、国土地盤情

報データベースに登録しなければならない。

また、受託者は、納品の際に、一般財団法人国土地盤情報センターから受領した検

定証明書を委託者に対して提出し、成果が検定済みであることを報告する。

５.国土地盤情報データベースの登録時に、委託者が、受託者の管理技術者及びボーリン

グ責任者の資格を確認した結果、当初積算条件と異なることを把握した場合は、設計変

更で適切な検定費用を計上するものとする。

１－28 再 委 託
５．受託者は調査業務の一部を再委託する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくと

ともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに調査業務を実施しなければならない。なお、個人

情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受託者において必要な措

置を講じなければならない。

６．協力者は、北海道が行う指名競争入札に関する指名停止期間中でない者、暴力団関係事業者等

（暴力団員及び暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団または暴力団と密接な関係

を有する事業者という。以下同じ。）でない者、または暴力団関係事業者等であること等の理由に

より、北海道が行う競争入札への参加を除外されていない者でなければならない。

１－35 個人情報の取扱い
10．受託者は、当該業務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど、管理体制を定め、1-12

で示す調査業務計画書に記載するものとする。

１－16 土地への立ち入り等
４．受託者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願（様式は任意

とする）を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯し

なければならない。なお、受託者は、立ち入り作業終了後、10日以内（休日等を除く）に身分証明書

を委託者に返却しなければならない。

１－17 成果品の提出

１－28 再 委 託
５．受託者は調査業務の一部を再委託する場合、書面により協力者との契約関係を明確に

しておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに調査業務を実施しなけれ

ばならない。

６．協力者は、北海道が行う指名競争入札に関する指名停止期間中でない者、暴力団関

係事業者等（暴力団員及び暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又

は暴力団と密接な関係を有する事業者という。以下同じ。）でない者、又は暴力団関

係事業者等であること等の理由により、北海道が行う競争入札への参加を除外されて

いない者でなければならない。なお、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者

に再委託することがないよう、受託者において必要な措置を講じなければならない。

１－35 個人情報の取扱い
10．受託者は、当該業務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど、管理体制

を定め、1-13で示す測量業務計画書に記載するものとする。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

Ⅲ調査－21

文言の追加

様式第１－１号

委 託 業 務 月 報

業 務 名

受 託 者 名 進 先月まで ％ 出来高概要

管理技術者 捗 本月末 ％

主任担当員 率 計 ％

担 当 員

月 曜 天 予 定 実 績 備 考

日 日 候 業務、作業内容 予定どおり 変更実施内容

（注）変更実施内容が、内業である場合、天候欄の記入は不要とする。

様式第１－１号

委 託 業 務 月 報

業 務 名

受 託 者 名 進 先月まで ％ 出来高概要

管理技術者 捗 本月末 ％

主任担当員 率 計 ％

担 当 員

月 曜 天 予 定 実 績 備 考

日 日 候 業務、作業内容 予定どおり 変更実施内容
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式第１－６号追加

様式1-6 ２.身分証明書（裏面）５

誤植

様式第１－６号

１．身分証明書交付願

身 分 証 明 書 交 付 願

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受託者 住所

氏名

業務番号

業 務 名

上記業務の実施に当たり、土地への立ち入りのため、 法第 条 の規定

に基づく身分証明書について、次のとおり交付願います。

記

氏 名 生年月日
所 属

作業名称 作 業 期 間 備 考
会社名 住 所

S . . ㈱ R . . ～R .

.

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式第１－６号追加

様式1-6 ２.身分証明書（裏面）５

誤植

誤植

２．身分証明書

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

住 所

（

所 属（会社名） 写

氏 名 真

生年月日

）
上記の者は、北海道が行う公共事業のために、北海道からの委任に基づき、測量

または調査に従事する者であり、他人の土地に立ち入ることができるものであるこ

とを証明します。

事 業 名

作業地域

有効期限 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 者 氏 名 北海道知事 □印

（〇〇総合振興局(○○振興局））

（裏面）

本証を携帯し業務を行う者は、次のことを遵守しなければならない。

１ 業務を行うに当たっては、本証を携帯し、土地等の権利者から請求があったときは提示しなければなら

ない。

２ 業務で知り得た土地等の権利者の事情及び成果品の内容を他に漏らしてはならない。

３ 業務が土地等の権利者の財産に関するものであり、補償の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に

行うことはもとより、権利者に不信の念を抱かせる言動は慎まなければならない。

４ 他人の土地に入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければな

らない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りではない。

５ 宅地または垣、柵等で囲まれた土地に入ろうとする場合においては、立ち入りの際にあらかじめその旨

を当該土地の占有者に告げなければならない。

６ 日の出前及び日没後においては、占有者の承認があった場合を除き、土地に立ち入ってはならない。

７ 当該調査等に従事しなくなったときは、速やかに本証を発行者に返還すること。

８ 本証を紛失または毀損したときは、速やかに発行者に連絡すること。

９ 根拠法令 法第 条

５ 宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に入ろうとする場合においては、立ち入りの際にあらか

じめその旨を当該土地の占有者にその旨を告げなければならない。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式第１－６号追加

様式1-6 ２.身分証明書（裏面）５

誤植

３．土地の立ち入りについてのお知らせ
（裏面）

○○（総合）振興局

お 願 い
このたび、当部が施行する○○工事のために必要な調査･測量を、次の日程で行いたくお知ら

せいたします。
つきましては、この工事の調査･測量にご協力をいただけますようお願い申し上げます。

また、調査･測量に伴い、あなたが所有されている土地に担当者を立ち入らせていただきたく、
重ねてご協力をお願い申し上げます。
なお、この通知に関しまして、ご不審な点やご質問等がございましたら、次の連絡先までお

問い合わせください。

記
１ 目 的（調査名）
２ 土地の所在地
３ 立ち入りの期間 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日
４ 立 入 者 測量会社名

担当者名（職・氏名）
ＴＥＬ○○○－○○○－○○○○
（内線○○○）

５ 連 絡 先 当（総合）振興局の職員（所属・職・氏名）
ＴＥＬ○○○－○○○－○○○○
（内線○○○）

※業務内容により、通知文例が実態に合わない場合は、適宜変更して使用すること。

（表面）

郵 便 は が き

北 住

海 所

道

○

○
○

総
○ 合

振
○ 興

局
○ 長 様
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の変更（追加）

Ⅱ調査－37 １－37 特定外来生物（植物）について

１．事前調査

受託者は、委託業務区域に生育している特定外来生物（植物）を生きたままの状態で

飼養、栽培、運搬、保管等を行う場合は、事前に特定外来生物（植物）の生育状況を調

査し、その内容について、業務担当員へ報告すること。

なお、特定外来生物の同定方法については、環境省のホームページから参照のこと。

出典：「特定外来生物 同定マニュアル」（環境省）

（http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/manual/10hp_shokubutsu.pdf）

北海道内で確認されている特定外来生物（植物）の種は下記のとおりである。（令和

３年４月時点）

種名：オオハンゴンソウ、オオキンケイギク、アレチウリ、オオフサモ

２．防除計画書

特定外来生物（植物）が確認された場合は、業務処理計画書に防除計画書を添付の上、

業務担当員に提出すること。記載内容は下記によること。

（１）平面図

・図面に生育範囲、集積箇所等を記載する。

（２）写真

・生育状況

（３）防除方法

・運搬方法、仮置場の管理方法、処分方法等を記載する。

（４）地域住民への周知

・看板の記載内容と設置位置等を記載する。

（５）特定外来生物防除従事者

・防除作業にあたっては、防除従事者証を携帯し、従事者以外の作業員には作業

させない旨を記載する。

（６）運搬経路図

・発生場所から搬出先までの経路を記載する。

３．特定外来生物（植物）の防除

特定外来生物（植物）の防除にあたっては、「特定外来生物による生態系等に係る被

害の防止に関する法律」を遵守し下記のとおり行うこと。

（１）対象となる範囲

・生きている特定外来生物（植物）の個体及び種子、根の器官を運搬すること。

（２）地域住民への周知

・「防除」の実施にあたっては、地域住民等へ周知するため、事前に看板を設置

すること。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の変更（追加）

Ⅱ調査－38
（３）特定外来生物防除従事者証

・受託者は、特定外来生物（植物）の防除を行う場合、作業に着手する前に防除従事者

証の交付を受けること。

・防除作業に従事する者は、発注者から従事者証の交付を受け、防除作業に従事すると

きに携帯すること。

・防除作業が完了したときは、速やかに従事者証を発注者に返還すること。

（４）作業における留意事項

・防除作業については、業務担当員と十分協議し指示によること。なお、設計変更が生

じる場合は別途協議するものとする。

ア.除草・集草時

・刈草が周辺に飛散しないよう注意して行うこと。

・集草時は、特定外来生物（植物）と通常の植物を区分して取扱うこと。

・現場内外において仮置きする場合には、「育つことが出来ない」状態とすることとし、

周囲へのシート等により飛散防止措置を講じること。

イ.生きている個体、種子、根の器官を搬出する場合

・搬出先には、特定外来生物（植物）を含む刈草であることを通知し、適切な処分が可

能か確認すること。また、特定外来生物（植物）を含む廃棄物の適切な処分が可能な

処分場へ搬出するものとし、運搬作業においては、シート等により飛散防止措置を講

じること。

・処理方法については、設計図書によること。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式の追加

３その他 ３－３ 身分証明書

１ 総則 様式第１－６号による。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の変更

３その他 ３－４ 承諾願

様式－２

令和 年 月 日

（業務担当員氏名）

様

受託者住所

氏 名

承 諾 願

業務名

上記業務について下記のとおり実施したいので承諾願います。

記

１．件 名

２．記 事

…………………………………………………………………………………………………………………

承諾する

年 月 日 （業務担当員氏名）

３－３ 承諾願
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の変更

３その他 ３－５ 借用返納書

様式－３

令和 年 月 日

（業務担当員氏名）

様

受託者住所

氏 名

借 用
書

返 納

借 用
資料を下記のとおり

返 納
します。

記

品 名 単位 数量 借用期間 借用責任者名 備 考

（注）本表の提出部数は１部とする。

…………………………………………………………………………………………………………………

※ 契約書第15条に基づく貸与品等については、本様式によらず、「北海道水産林務部測量調査

設計等委託業務担当要領の運用について（平成14年7月4日付け水林総第1098号）」で定める様

式によるものとする。詳細については、業務担当員の指示によること。

３－４ 借用返納書
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

共通 語句の統一

Ⅲ設計－8

諸基準類の改訂に伴う追加

Ⅲ設計－(8)

誤植

Ⅲ設計－9

諸基準類との統一

Ⅲ設計－(9)

諸基準類との統一

または

より難い

１ 総則・一般
１－３ 受託者・委託者の責務

３．受託者は、設計業務等の適正な実施のために必要な技術的能力の向上、情報通信技術を

活用した設計業務等の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者の育成及び確保

並びにこれらの者に係る賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境

の改善に努めなければならない。

１－４ 業務の着手
受託者は、設計図書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に設計業務に着手

しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務の実施のため

業務担当員との打合せを行うことをいう。

１－７ 管理技術者
３．管理技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する技術部門に属する選択科

目）または業務に該当する技術部門）、国土交通省登録技術者資格 （業務に該当する
※１

区分（施設分野等－業務））、シビルコンサルティングマネジャー（以下「ＲＣＣＭ」と

いう。）、土木学会認定土木技術者（特別上級土木技術者、上級土木技術者または１級

土木技術者）またはこれと同等の能力と経験を有する技術者 であり、日本語に堪能※２

（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。

※１管理技術者を対象とする国土交通省登録技術者資格については、国土交通省HP

「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格について」を参

照のこと。

※２同等の能力と経験を有する技術者については、1-2 用語の定義を参照のこと。

１－８ 照査の実施及び照査技術者
３．照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する技術部門に属する選択科

目）または業務に該当する技術部門）、国土交通省登録技術者資格 （業務に該当する
※1

区分（施設分野等－業務））、ＲＣＣＭの資格保有者（業務に該当する技術士の技術部

門に準拠）、土木学会認定土木技術者（特別上級土木技術者、上級土木技術者または１

級土木技術者）またはこれと同等の能力と経験を有する技術者 でなければならない。
※2

※１照査技術者を対象とする国土交通省登録技術者資格については、国土交通省HP

「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格について」を参

照のこと。

※２同等の能力と経験を有する技術者については、1-2 用語の定義を参照のこと。

又は

よりがたい

１ 総則・一般
１－３ 受託者・委託者の責務

１－４ 業務の着手
受託者は、当該業務に当たって、調査等の意図及び目的を十分に理解した上で調査等

に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなけれ

ばならない。

１－７ 管理技術者
３．管理技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選択科目）又は業務に該当する部門）又は

これと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコンサルティングマネジャー（以下「ＲＣＣ

Ｍ」という。）の資格保有者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。

１－８ 照査の実施及び照査技術者
３．照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選択科目）又は業務に該当する部門）又は

これと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはＲＣＣＭの資格保有者でなければならない。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

Ⅲ設計－12

様式の追加

Ⅲ設計－16

記載位置の移動による追加

記載位置の移動による削除

Ⅲ設計－18

文言の追加

１－16 土地への立ち入り等
４．受託者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願

（様式第１－８号）を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際し

ては、これを常に携帯しなければならない。なお、受託者は、立ち入り作業完了後、1

0日以内（休日等を除く）に身分証明書を委託者に返却しなければならない。

１－28 再 委 託
５．受託者は設計業務の一部を再委託する場合、書面により協力者との契約関係を明確

にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに設計業務を実施しなけれ

ばならない。なお、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することが

ないよう、受託者において必要な措置を講じなければならない。

６．協力者は、北海道が行う指名競争入札に関する指名停止期間中でない者、暴力団関係

事業者等（暴力団員及び暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団または

暴力団と密接な関係を有する事業者という。以下同じ。）でない者、または暴力団関係

事業者等であること等の理由により、北海道が行う競争入札への参加を除外されていな

い者でなければならない。

１－32 履行報告
受託者は、契約書第14条の規定に基づき、履行状況を別に定める「業務スケジュール

管理表」（様式第１－９号）に基づき作成し、業務担当員に毎月提出するものとする。

また、測量、調査等関連業務を含む複合業務においても、「業務スケジュール管理

表」に測量、調査等関連業務の履行状況を記載し、業務担当員に提出するものとする。

なお、業務内容により、日々の履行報告が適切な業務においては、受託者、委託者の

協議により、「委託業務月報」（様式１－１）に基づき作成し、業務担当員に毎月提出

するものとする。

１－16 土地への立ち入り等
４．受託者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願（様式は任

意とする）を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携

帯しなければならない。なお、受託者は、立ち入り作業完了後、10日以内（休日等を除く）に身分

証明書を委託者に返却しなければならない。

１－28 再 委 託
５．受託者は設計業務の一部を再委託する場合、書面により協力者との契約関係を明確

にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに設計業務を実施しなけれ

ばならない。

６．協力者は、北海道が行う指名競争入札に関する指名停止期間中でない者、暴力団関

係事業者等（暴力団員及び暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は

暴力団と密接な関係を有する事業者という。以下同じ。）でない者、又は暴力団関係事

業者等であること等の理由により、北海道が行う競争入札への参加を除外されていない

者でなければならない。なお、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託

することがないよう、受託者において必要な措置を講じなければならない。

１－32 履行報告
受託者は、契約書第14条の規定に基づき、履行状況を別に定める様式（様式第１－１号）に基づき

作成し、業務担当員に提出するものとする。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

Ⅲ設計－21

該当工種ないため削除

項目番号の変更

項目番号の変更

項目番号の変更

項目番号の変更

１－42 設計業務の条件

２．受託者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、１－13 資料等の貸与及び

返却 に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調

査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、業務担当員の承諾を得るものとする。

３．受託者は、前項において、１－13 資料等の貸与及び返却 の貸与資料と相違する事項

が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を業務担当員と協議するもの

とする。

４．受託者は、設計図書及び１－34 使用する技術基準等 に定める適用基準等に示された

以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して

業務担当員の承諾を得るものとする。

５．受託者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を採用する場合には、業務担当員の

承諾を得るものとする。

１－42 設計業務の条件
２．受託者は、以下に示す２１工種の詳細設計業務に類似する設計業務における設計条

件の設定については、北海道建設部が策定した「設計条件打合せ簿」を使用しなければ

ならない。なお、「設計条件打合せ簿」に記載の無い事項については、打ち合わせ簿

（様式第１－２号）により行うものとする。

「設計条件打合せ簿」については、北海道建設部建設管理局技術管理課のホームペー

ジに掲載されているものから入手することができる。

河川 (1) 樋門・樋管・排水工詳細設計

(2) 築堤・護岸詳細設計

(3) 排水機場詳細設計

(4) 床止め詳細設計

(5) 堰詳細設計

海岸 (6) 海岸詳細設計

砂防 (7) 砂防詳細設計

急傾斜(8) プレキャスト法「枠詳細設計

(9) 吹付法枠（抑制工）詳細設計

(10) 吹付法枠（ロックボルト及びグラウンドアンカー併用）詳細設計

(11) 土留柵詳細設計

(12) 重力式擁壁詳細設計

(13) 地山補強土工詳細設計

道路 (14) ボックスカルバート詳細設計

(15) 擁壁詳細設計

(16) 橋梁（橋台）詳細設計

(17) 橋梁（橋脚）詳細設計

漁港 (18) 漁港詳細設計

(19) 集落排水施設詳細設計

(20) 衛生管理（取水排水）詳細設計

(21) 岸壁上屋詳細設計

３．受託者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、１－13 資料等の貸与及び

返却 に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調

査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、業務担当員の承諾を得るものとする。

４．受託者は、前項において、１－13 資料等の貸与及び返却 の貸与資料と相違する事項

が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を業務担当員と協議するもの

とする。

５．受託者は、設計図書及び１－34 使用する技術基準等 に定める適用基準等に示された

以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して

業務担当員の承諾を得るものとする。

６．受託者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を採用する場合には、業務担当員の

承諾を得るものとする。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の変更

項目番号の変更

項目番号の変更

項目番号の変更

項目番号の変更

様式番号変更

項目番号の変更

項目番号の変更

項目番号の変更

６．設計に採用する材料、製品（以下「資材等」という。）は原則としてＪＩＳ、ＪＡＳ

の規格品及びこれと同等品以上とするものとする。

なお、これ以外の資材等を採用する場合は、規格、強度等を確認できる資料及び採用

理由等を整理の上、業務担当員の承諾を得るものとする。

７．受託者は、設計に採用した資材等の設計単価の有無について、業務担当員と協議する

ものとし、北海道建設部策定単価、地方資材単価、刊行物単価において掲載のない資材

等については、別途資材等一覧表（様式第１－６号）にとりまとめの上、打ち合わせ簿

（様式第１－２号）により業務担当員の承諾を得るものとする。

なお、北海道建設部策定単価、地方資材単価、刊行物単価の定義については、「工事

用資材設計単価策定要領（北海道建設部）」によるものとする。

８．設計において、土木構造物標準設計図集（建設省（国土交通省））及び北海道道路工

事標準設計図集等に集録されている構造物または自動設計プログラム(建設省)を採用す

るものについては、委託者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受託者はこ

れを遵守するものとする。

なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。

９．受託者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等及びにその計算

過程を明記するものとする。

10．受託者は、設計に当たって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入

れた設計を行うものとする。

また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書（様式第１－７号）を作成す

るものとする。

11．電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に業

務担当員と協議するものとする。

12．受託者は、概略設計または予備設計を行った結果、後段階の設計において一層の生産

性向上の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された１ケースについて

生産性向上の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討

すべき生産性向上提案を行うものとする。

この提案は、概略設計または予備設計を実施した受託者が、その設計を通じて得た着

目点・留意事項等（生産性向上の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項等）に

ついて、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案の

ために新たな計算等の作業を行う必要はない。

13．受託者は、概略設計または予備設計における比較案の提案、若しくは概略設計におけ

る比較案を予備設計において評価、検討する場合には、国土交通省新技術情報提供シス

テム（NETIS）等を利用し、新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うもの

とする。

また、受託者は、詳細設計における工法等の選定においては、新技術情報提供システ

ム等を利用し、新技術・新工法を積極的に活用するための経済性・効率性・施工性等の

検討を行い、業務担当員と協議の上、採用する工法等を決定した後に設計を行うものと

する。

７．設計に採用する材料、製品（以下「資材等」という。）は原則としてＪＩＳ、ＪＡＳ

の規格品及びこれと同等品以上とするものとする。なお、これ以外の資材等を採用する

場合は、規格、強度等を確認できる資料及び採用理由等を整理の上、業務担当員の承諾

を得るものとする。

８．受託者は、設計に採用した資材等の設計単価の有無について、業務担当員と協議する

ものとし、北海道建設部策定単価、地方資材単価、刊行物単価において掲載のない資材

等については、別途資材等一覧表（様式第１－６号）にとりまとめの上、打ち合わせ簿

（様式第１－２号）により業務担当員の承諾を得るものとする。なお、北海道建設部策

定単価、地方資材単価、刊行物単価の定義については、「工事用資材設計単価策定要領

（北海道建設部）」によるものとする。

９．設計において、土木構造物標準設計図集（建設省（国土交通省））及び北海道道路工

事標準設計図集等に集録されている構造物又は自動設計プログラム(建設省)を採用する

ものについては、委託者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受託者はこれ

を遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもとと

して行うものとする。

10．受託者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等及びにその計算

過程を明記するものとする。

11．受託者は、設計に当たって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入

れた設計を行うものとする。

また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書（様式第１－５号）を作成す

るものとする。

12．電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に業

務担当員と協議するものとする。

13．受託者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において一層の生産性

の向上の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された１ケースについて

生産性の向上の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検

討すべき生産性の向上提案を行うものとする。

この提案は、概略設計又は予備設計を実施した受託者が、その設計を通じて得た着目

点・留意事項等（生産性の向上の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項）につ

いて、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のた

めに新たな計算等の作業を行う必要はない。

14．受託者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、若しくは概略設計におけ

る比較案を予備設計において評価、検討する場合には、国土交通省新技術情報提供シス

テム（NETIS）等を利用し、新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うもの

とする。

また、受託者は、詳細設計における工法等の選定においては、新技術情報提供システ

ム等を利用し、新技術・新工法を積極的に活用するための経済性・効率性・施工性等の

検討を行い、業務担当員と協議の上、採用する工法等を決定した後に設計を行うものと

する。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の変更

重複記載のため削除

重複記載のため削除

Ⅲ設計－23

諸基準の改定に伴う変更

Ⅲ設計－25

誤植

Ⅲ設計－26

誤植

14．受託者は、当業務に関連する他機関施設がある場合は、該当する施設において使用し

ている基準点及び水準点等測量資料や、改良計画等がある場合は設計資料等を入手し、

当業務内容との差異についての確認結果資料等を必ず作成し、打ち合わせ簿（様式第１

－２号）にて業務担当員と協議すること。

１－45 設計業務の成果
３．数量計算書

(1) 数量計算書は、北海道水産林務部が制定した「水産土木工事工種体系化構成表の

手引き」、「工事数量算出要領」により取りまとめるものとする。ただし、概略設

計及び予備設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、一般図等に基づ

いて概略数量を算出するものとする。なお、これによりがたい場合は、業務担当員

と協議するものとする。

１－48 個人情報の取扱い
10．受託者は、当該業務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど、管理体制

を定め、1-12で示す設計業務計画書に記載するものとする。

１－49 行政情報流出防止対策の強化
１．受託者は、当該業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をと

り1-12に示す設計業務計画書に流出防止策を記載しなければならない。

15．受託者は、「循環型社会形成推進基本法」（平成12年６月法律第110号）に基づき、エコ

マテリアル（自然素材、リサイクル資材等）の使用をはじめ、現場発生材の積極的な利活用

を検討し、業務担当員と協議の上、設計に反映させるものとする。

16．受託者は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）」

（平成12年５月法律第100号）に基づき、物品使用の検討に当たっては環境への負荷が

少ない環境物品等の採用を推進するものとする。

17．受託者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年５月法律

第104号）に基づき、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を図るなど適切な設計を

行うものとする。

１－45 設計業務の成果
３．数量計算書

(1) 数量計算書は、北海道水産林務部が制定した「水産土木工事工種体系化構成表」、

「水産土木工事数量算出要領（案）」により取りまとめるものとする。ただし、概

略設計及び予備設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、一般図等に

基づいて概略数量を算出するものとする。なお、これによりがたい場合は、業務担

当員と協議するものとする。

１－48 個人情報の取扱い
10．受託者は、当該業務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど、管理体制

を定め、1-13で示す測量業務計画書に記載するものとする。

１－49 行政情報流出防止対策の強化
１．受託者は、当該業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり1-

13で示す設計業務計画書に流出防止策を記載しなければならない。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

記載位置の移動による追加

Ⅲ設計－27

記載位置の移動による追加

記載位置の移動による追加

記載位置の移動による追加

記載位置の移動による追加

記載位置の移動による追加

記載位置の移動による追加

記載位置の移動による追加

記載位置の移動による追加

記載位置の移動による追加

（上記追加に合わせ Ⅲ設

計2－8を削除）

１－50 コンクリート構造物における全体最適の検討
標準的な土木構造物において、全体最適の考えに基づいた設計を行う際には、概略・

予備設計段階等に応じて、施工性、経済性、維持管理、走行性等の検討項目を適切に設

定する必要がある。なお、現場条件等により、施工段階において変更になる可能性があ

るものについては、引き継ぎ事項として、確認項目を明確にする必要がある。

また、構造形式や工法等の比較検討を行う場合は、当該形式及び工法による直接的な

経済性比較以外に、間接的に必要となる経費についても比較検討項目として明確にする

とともに、コスト換算が困難な工期短縮や安全性及び周辺環境への影響など選定に重要

な項目についても、適宜比較検討項目として設定する必要がある。その際は、下記の図

書を参考とする。

(1) 国土交通省 土木構造物設計ガイドライン （平成31年 3 月）

(2) 道路プレキャストコンクリート工技術委員会 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ検討小委員会

プレキャストコンクリート構造物に適用する

機械式鉄筋継手工法ガイドライン （平成31年 1 月）

(3) 橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上委員会

コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン （平成30年 6 月）

(4)橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上委員会

コンクリート構造物における

埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン （平成30年 6 月）

(5) 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会

機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン （平成28年 7 月）

(6) 流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会

流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成29年 3 月）

(7) 機械式鉄筋継手工法技術検討委員会

場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン（平成29年 3 月）
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

Ⅲ設計－28

文言の追加

様式第１－１号

委 託 業 務 月 報

業 務 名

受 託 者 名 進 先月まで ％ 出来高概要

管理技術者 捗 本月末 ％

主任担当員 率 計 ％

担 当 員

月 曜 天 予 定 実 績 備 考

日 日 候 業務、作業内容 予定どおり 変更実施内容

（注）変更実施内容が、内業である場合、天候欄の記入は不要とする。

様式第１－１号

委 託 業 務 月 報

業 務 名

受 託 者 名 進 先月まで ％ 出来高概要

管理技術者 捗 本月末 ％

主任担当員 率 計 ％

担 当 員

月 曜 天 予 定 実 績 備 考

日 日 候 業務、作業内容 予定どおり 変更実施内容
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式第１－８号追加

Ⅲ設計－35 ２.身分証明書（裏面）５

誤植

様式第１－８号

１．身分証明書交付願

身 分 証 明 書 交 付 願

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受託者 住所

氏名

業務番号

業 務 名

上記業務の実施に当たり、土地への立ち入りのため、 法第 条 の規定

に基づく身分証明書について、次のとおり交付願います。

記

氏 名 生年月日
所 属

作業名称 作 業 期 間 備 考
会社名 住 所

S . . ㈱ R . . ～R .

.

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式第１－８号追加

Ⅲ設計－36 ２.身分証明書（裏面）５

誤植

誤植

２．身分証明書

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

住 所

（

所 属（会社名） 写

氏 名 真

生年月日

）
上記の者は、北海道が行う公共事業のために、北海道からの委任に基づき、測量

または調査に従事する者であり、他人の土地に立ち入ることができるものであるこ

とを証明します。

事 業 名

作業地域

有効期限 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 者 氏 名 北海道知事 □印

（○○総合振興局（○○振興局））

（裏面）

本証を携帯し業務を行う者は、次のことを遵守しなければならない。

１ 業務を行うに当たっては、本証を携帯し、土地等の権利者から請求があったときは提示しなければなら

ない。

２ 業務で知り得た土地等の権利者の事情及び成果品の内容を他に漏らしてはならない。

３ 業務が土地等の権利者の財産に関するものであり、補償の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に

行うことはもとより、権利者に不信の念を抱かせる言動は慎まなければならない。

４ 他人の土地に入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければな

らない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りではない。

５ 宅地または垣、柵等で囲まれた土地に入ろうとする場合においては、立ち入りの際にあらかじめその旨

を当該土地の占有者に告げなければならない。

６ 日の出前及び日没後においては、占有者の承認があった場合を除き、土地に立ち入ってはならない。

７ 当該調査等に従事しなくなったときは、速やかに本証を発行者に返還すること。

８ 本証を紛失または毀損したときは、速やかに発行者に連絡すること。

９ 根拠法令 法第 条

５ 宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に入ろうとする場合においては、立ち入りの際にあらか

じめその旨を当該土地の占有者にその旨を告げなければならない。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式第１－８号追加

Ⅲ設計－37 ２.身分証明書（裏面）５

誤植

３．土地の立ち入りについてのお知らせ
（裏面）

○○（総合）振興局

お 願 い
このたび、当（総合）振興局 が施行する○○工事のために必要な調査･測量を、次の日程で

行いたくお知らせいたします。
つきましては、この工事の調査･測量にご協力をいただけますようお願い申し上げます。

また、調査･測量に伴い、あなたが所有されている土地に担当者を立ち入らせていただきたく、
重ねてご協力をお願い申し上げます。
なお、この通知に関しまして、ご不審な点やご質問等がございましたら、次の連絡先までお

問い合わせください。

記
１ 目 的（調査名）
２ 土地の所在地
３ 立ち入りの期間 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日
４ 立 入 者 測量会社名

担当者名（職・氏名）
ＴＥＬ○○○－○○○－○○○○
（内線○○○）

５ 連 絡 先 当（総合）振興局の職員（所属・職・氏名）
ＴＥＬ○○○－○○○－○○○○
（内線○○○）

※業務内容により、通知文例が実態に合わない場合は、適宜変更して使用すること。

（表面）

郵 便 は が き

北 住

海 所

道

○

○
○

総
○ 合

振
○ 興

局
○ 長 様
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式第１－９号 様式等の追加

Ⅲ設計－38 業務スケジュール管理表（履行状況報告）【 年 月 日提出】
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式の追加

Ⅲ設計－47 ３－３ 身分証明書

１ 総則 様式第１－８号による。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の変更

Ⅲ設計－48 ３－４ 承諾願

様式－２

令和 年 月 日

（業務担当員氏名）

様

受託者住所

氏 名

承 諾 願

業務名

上記業務について下記のとおり実施したいので承諾願います。

記

１．件 名

２．記 事

…………………………………………………………………………………………………………………

承諾する

年 月 日 （業務担当員氏名）

３－３ 承諾願
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の変更

Ⅲ設計－49 ３－５ 借用返納書

様式－３

令和 年 月 日

（業務担当員氏名）

様

受託者住所

氏 名

借 用
書

返 納

借 用
資料を下記のとおり

返 納
します。

記

品 名 単位 数量 借用期間 借用責任者名 備 考

（注）本表の提出部数は１部とする。

…………………………………………………………………………………………………………………

※ 契約書第15条に基づく貸与品等については、本様式によらず、「北海道水産林務部測量調査

設計等委託業務担当要領の運用について（平成14年7月4日付け水林総第1098号）」で定める様

式によるものとする。詳細については、業務担当員の指示によること。

３－４ 借用返納書
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

Ⅳ施管－6

諸基準類の改訂による追加

Ⅳ施管－7

誤植

条文追加

条文追加

項目番号の変更

特記仕様書より移行、条文

追加

項目の追加

Ⅳ施管－11

項目番号の変更

Ⅳ施管－12

項目の追加

１ 総 則
１－３ 受託者・委託者の責務

３．受託者は、適正な実施のために必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用した

設計業務等の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者の育成及び確保並びに

これらの者に係る賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改

善に努めなければならない。

１－７ 現場技術員
４．現場技術員は、業務の実施に当たって、当該工事の契約図書や別に定める「北海道水産林務部請

負工事監督要領」及び当該工事で適用する共通仕様書の内容を十分理解しておかなければならない。

５．業務の実施にあたって、受託者または外部から通知等を受けた場合は、速やかに業

務担当員へ報告すること。

６．業務の実施にあたって、受託者または外部への連絡若しくは通知を行う場合は、そ

の内容を正確に相手に伝えること。

７．現場技術員は、当該工事の受注者と十分協議の上、相互に協力して業務を実施しなければならな

い。

１－22 履行報告
受託者は、契約書第14条の規定に基づき、履行状況を別に定める様式（様式－２）に基づき作成し、

業務担当員に提出するものとする。

１－23 使用単位

１－24 臨機の措置
１．受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければ

ならない。

また、受託者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに業務担当員に報告し

なければならない。

２．業務担当員は、天災等に伴い成果物の品質及び履行期間の遵守に重大な影響があると

認められるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができるもの

とする。

１ 総 則
１－３ 受託者・委託者の責務

１－７ 現場技術員
４．現場技術員は、業務の実施に当たって、当該工事の契約図書や別に定める「北海道

建設部土木関係請負工事監督要領」及び当該工事で適用する共通仕様書の内容を十分

理解しておかなければならない。

５．現場技術員は、当該工事の受注者と十分協議の上、相互に協力して業務を実施しな

ければならない。

１－22 使用単位

１－24 臨機の措置
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目番号の変更

Ⅳ施管－12

項目の追加

項目番号の変更

誤植

１－25 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応
３．前記第１項及び第２項の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じること

がある。

４．受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じ

た場合は、業務担当員と協議するものとする。

１－26 個人情報の取扱い
10．受託者は、当該業務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど、管理体制を定め、1-10

で示す施工管理業務計画書に記載するものとする。

１－23 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応

３．受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等

の 被害が生じた場合は、業務担当員と協議するものとする。

１－24 個人情報の取扱い
10．受託者は、当該業務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど、管理体

制を定め、1-13で示す測量業務計画書に記載するものとする。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式追加

Ⅳ施管－21

委託業務日報

様式－２

委 託 業 務 月 報

業 務 名

受 託 者 名 進 先月まで ％ 出来高概要

現場技術員 捗 本月末 ％

総括担当員 率 計 ％

担 当 員

月 曜 天 予 定 実 績 備 考

日 日 候 業務、作業内容 予定どおり 変更実施内容

（注）変更実施内容が、内業である場合、天候欄の記入は不要とする。
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

項目の追加

Ⅳ施管－18

項目の追加

項目番号の変更

項目番号の変更

Ⅳ施管－19

項目番号の変更

項目番号の変更

項目の追加

２－７ 契約の履行に必要な資料作成等
１．受託者は、当該工事の設計図書等に基づく受注者に対する指示、協議に必要な資料

（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く）の作成を行い、それらの資料を業務処理

結果報告書（様式－３）とともに、業務担当員に提出するものとする。

２．受託者は、受注者から提出（提出、承諾及び協議事項）された資料と設計図書との照

合を行い、その結果を業務処理結果報告書（様式－３）とともに、業務担当員に報告するものと

する。

２－８ 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料作成
受託者は、地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な簡易な測量、調査、資料

（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く）の作成及び立会いを行い、その結果を

業務処理結果報告書（様式－３）とともに、業務担当員に報告または提出するものとする。

２－９ 資料等の貸与

２－10 工事検査の立会い

２－11 提出成果品

２－12 報告等様式

２－13 その他
１．受託者は、工事契約上重大な事案等が発見された場合は、遅滞なく報告するものとす

る。災害発生時及び、その恐れがある場合など緊急時においては業務担当員の指示によ

り、情報の収集等を行うものとする。

２．受託者は、委託者から施工管理を行う上で別途品質確保を図るために必要な調査等の

指示があった場合は、その調査等を行い、その結果を業務処理結果報告書（様式－３）とと

もに、業務担当員に報告するものとする。

２－７ 資料等の貸与

２－８ 工事検査の立会い

２－９ 提出成果品

２－10 報告等様式
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水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式の追加

Ⅳ施管－21理
様式－２

委 託 業 務 月 報

業 務 名

受 託 者 名 進 先月まで ％ 出来高概要

現場技術員 捗 本月末 ％

総括担当員 率 計 ％

担 当 員

月 曜 天 予 定 実 績 備 考

日 日 候 業務、作業内容 予定どおり 変更実施内容

（注）変更実施内容が、内業である場合、天候欄の記入は不要とする。



- 59 -

水産土木測量調査設計業務等共通仕様書(令和５年１２月） 新旧対照表（令和５年１２月１日以降の入札より適用）

掲 載 頁 （旧）令和４年１０月版改訂 （新）令和５年１２月版 摘要

様式番号の変更様式－３

業務処理結果報告書（№ ）

発注者 主任監督員 監 督 員

( 委 託 者 )

( 業 務 担 当 員 )

署 名
報 告

令和 年 月 日
年月日

受注者
現 場 主 任

受託者 現場技術員
代 理 人 技 術 者

署 名 署 名

処

理

結

果

監

督

員

所

見

様式－２

業務処理結果報告書（№ ）

発注者 主任監督員 監 督 員

( 委 託 者 )

( 業 務 担 当 員 )

署 名
報 告

令和 年 月 日
年月日

受注者
現 場 主 任

受託者 現場技術員
代 理 人 技 術 者

署 名 署 名

処

理

結

果

監

督

員

所

見
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